
Ⅰ 東京都の福祉サービス第三者評価の概要 
 

 

福祉サービス第三者評価とは、事業者でも利用者でもない第三者の多様な評価機関が、事

業者と契約を締結し、専門的かつ客観的な立場から、サービスの内容や質、事業者の経営や組

織のマネジメントの力等を評価することをいう。 

 

 

 

福祉サービス第三者評価は、福祉サービスを取り巻く様々な状況を踏まえ、 
 

○ 「自分の利用したい事業所の特徴はどのようなことか」、「サービスの質はどのような

状態にあるのか」など、利用者が事業所の内容把握やサービスを選択する際の目安とす

るための情報提供を図ること 
○ 福祉サービスを提供する事業者が、利用者の真のニーズを把握し、それに応える多様

なサービスを提供するとともに、サービスの質の向上への取り組みを促進することを可

能とすること 
 

の２つを目的とした制度です。そして、最終的には、利用者本位の福祉の実現に資するこ

とを目指しています。 
 

 
 

 

東京都における福祉サービス第三者評価は、平成１５年度から実施し、多様で多数の事業者

が存在する大都市東京の特性を踏まえて、学識経験者等で構成される「認証・公表委員会」、

「評価・研究委員会」の２つの委員会からなる「東京都福祉サービス評価推進機構」（以下「機

構」という。）を公益財団法人東京都福祉保健財団内に設置しています。機構では、主に以下

のような取り組みを行っています。 

 

（１） 東京に多く存在するＮＰＯや株式会社のシンクタンク等の多様な主体の第三者評価シ

ステムへの参加を進める一方、その信頼性確保のため、評価機関としての一定の外形基

準を定め、認証を実施します。 

多様な評価機関が実施しても利用者が事業者やサービスを比較することが可能とな

るよう、認証を受けた評価機関が共通に活用するサービス別評価項目（共通評価項目）

を策定します。 

 

（２） 共通評価項目に基づく評価結果（利用者調査結果及び事業評価結果）を、「とうきょ

う福祉ナビゲーション（通称：福ナビ）」において、事業所情報とあわせて公表します。 

福祉サービス第三者評価システムの全体のしくみは図１のとおりとなっています。 

 

２ 福祉サービス第三者評価の目的 

３ 東京都福祉サービス評価推進機構の役割 
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Ⅱ 第三者評価の基本的なルール 
 
 
 
 
 

  

（（１１））評評価価手手法法のの概概要要  

「評価の実施にあたっては、機構の定める評価手法及び共通評価項目をすべて取り込んで

評価を行うこと。」と定めています。 
「評価手法」は、評価を実施するうえで遵守しなければならない事項として、「福祉サービ

ス第三者評価機関認証要綱第２条第１２号に規定する｢機構の定める評価手法及び共通評価項

目｣の策定について」（３１財情報第１９０１号通知（以下「１９０１号通知」という。））等で

規定しています。 
 

（（２２））基基本本的的なな遵遵守守事事項項  

     一件の評価は、 
     ① ３人以上の評価者が一貫して 

     ② 共通評価項目により 

     ③ 利用者調査と事業評価を実施し 

     ④ 評価者の合議により決定した評価結果を 

⑤ 機構が定める評価結果報告書により機構に提出する 

という手順で、実施することが最も基本的な遵守事項です。それぞれの解説は以下のとおりです。  
 
① 「３人以上の評価者が一貫して」評価を行うこと 

一件の評価は、３人以上の評価者が、利用者調査の実施から評価結果報告書の作成までを

一貫して実施する。（「福祉サービス第三者評価機関認証要綱」（以下「認証要綱」という。）

第２条第１３号、１９０１号通知３（３）） 

ただし、機構が別に定めるサービスについては、２人以上の評価者で評価を実施すること

ができます。（１９０１号通知３（３）） 

 

② 「共通評価項目により」評価を行うこと 

一件の評価は、共通評価項目を必ず取り込んで行うこととする。（認証要綱第２条第１２

号、１９０１号通知１（１）） 

 

ア 共通評価項目の基本的な考え方 

福祉サービス第三者評価は指導検査とは異なり、行政がこうあるべきと示すものではな

く、利用者のニーズや事業者の取り組み内容に応じて、評価機関がそれぞれの視点で実施

することが基本です。 

同時に、共通評価項目を定めることにより、利用者、事業者のそれぞれが評価結果を有

効に活用することが可能となります。 

○ 利用者にとって…評価結果を相互に比較し選択できる 

○ 事業者にとって…評価結果により自らのサービスを相対化し事業改善につなげる 

共通評価項目は、次の２つの視点により定めています。 

 

評価の実施にあたっては、機構の定める評価手法及び共通評価項目をすべて取り込んで評価を

行うことが定められています。（福祉サービス第三者評価機関認証要綱第２条第１２号） 

 

１ 評価手法 

○ 重要な事項 

○ 共通の尺度となるような事項 
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事業者の皆さんが評価機関・評価者を選びます！ 

 
 東京都の福祉サービス第三者評価では、「東京都福祉サービス第三者評価機関認証要綱」において一

定の外形基準を定め評価機関を認証しています。つまり認証の効果は、あくまでも同要綱の基準に適合

しているということに過ぎないのです。 
そのため、実際の評価の実施にあたっては事業者の皆さんが評価機関・評価者を自ら選ぶというしく

みをとっています。しかし、実際の評価の場面では、事業者の皆さんは評価者の選択について評価機関

に委ねているケースが多く見受けられます。 
その結果として、事業者アンケートでは「評価者が保育をよく理解しているので安心して実施でき

た。」との意見がある反面、「評価者に、福祉サービスということに対してよくわかっていない方がいた

ように思った。」という意見も寄せられています。 
評価機関においては、評価者についてもしっかり情報提供し、事業者の皆さんが自分の目で選べるよ

うな取り組みをしていくことが重要です。それが評価結果の納得性を高めることにつながり、第三者評

価の目的である、評価結果に基づいたサービスの質の向上の取り組みへと結びついていくのです。 
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